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事情により、休養日を設定出来ない場合は、出来る限り代替休養日を設定し、週休日１２日以

上を含む、年間７３日以上の休養日を確保する。
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基本方針 教育目標に定める３つの力

①一歩踏み出す行動力・②課題解決に向けた創造力・③自他を尊重する人間力

育成のための教育活動の具体的方策として位置づける。

学習と部活動との両立を図る充実した学校生活の実現

事故の未然防止のため、施設・設備の日常的な点検実施

体罰・暴言等の根絶の徹底

顧問が会議等で不在の場合でも、無理のない安全な練習内容を提示するなど安全配慮

顧問、選手等に心肺蘇生法やAED使用の研修を受講させるなど危機管理体制の徹底

部活動顧問会議の開催

管理職による部活動視察の不定期実施

要望・相談窓口の設置（HP掲載による公表）

合理的かつ効率的・効果的な活動の推進

仕事と家庭生活の充実を図る部活動指導の実現

適切な運営のための体制整備

毎月の活動計画及び活動実績、部員名簿を作成し生徒会部に提出

年間活動計画及び月間活動計画、年間会計予算及び決算報告については、生徒・保護者に公表

部活動顧問の複数配置（週休日における指導の分担）

各部活動顧問が年間の活動計画（活動日、休養日、活動時間等及び参加予定大会等）並びに

北海道江別高等学校における部活動の方針(概要版)

その他

参加大会を精査し、生徒・顧問の負担軽減を図る。

練習時間・内容を見直し、合理的、効果的・効率的な練習内容の構築を図る。

日々の練習にメリハリを付け、生徒のモチベーションの維持、向上を図る。

義務の徹底

経て短時間の練習を認める。

１日の活動時間は平日は最大３時間程度、休業日は最大４時間程度とし、１週間の活動時間は

長くても１６時間程度とする。

その他の案件については、その都度審議をする。

適切な休養日の設定

学期中は、原則として平日１日（年間５２日）以上・週休日は月１日（年間１２日）以上の休養日

を設ける。学校閉庁日（年間９日）は休養日とする。

定期考査１週間前及び定期考査中（最終日を除く）の部活動は原則禁止とする。

原則以外：公式大会が定期考査直近（概ね１週間以内）に開催される場合は生徒会部の審議を

休養日に練習試合・大会等が入った場合は、別日に休養日を設ける。


